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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

事業税増加修正の場合の損金算入時期について 

 

≪内容≫ 

関与先のＡ社は、今期に県による事業税の外形標準課税の税務調査を受け、３年間の修正申告をする

ことになり、法人税の課税所得の計算上、損金に算入される事業税額が増加することとなりました。こ

の場合における事業税の損金算入時期は、直前期の事業税を未払事業税として翌期の損金に算入するの

か、あるいは、修正申告書を提出した日の属する事業年度の損金に算入するのか、いずれの処理となる

のですか。 

『答』 

  今回の地方税の税務調査により増加した事業税の損金算入時期は、事業税の修正申告書を提出した日の属す

る事業年度になると考えます。 

 

（解説） 

１ 事業税については、法人税の更正等に連動してその課税が修正されるという事情があることから、

法人税について２期以上の連年同時更正を行う場合には、その担税力等を考慮して、納付すべき税額

を見積り、翌期の損金に算入することができることとして次のような損金算入の時期の特例が定めら

れています。 

すなわち、「当該事業年度の直前の事業年度分の事業税については、９－５－１にかかわらず、当

該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であって

も、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。」とされています（法人税基本通

達９－５－２）。 

２ この取扱いは、法人税の調査による更正等に限定されていませんので、ご質問の事例のように、地

方税の調査の法人税への跳ね返りのケースにも該当すると思料されますが、同通達の（注）３におい

て、「直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則として

これを行わないものとする。」とされていますので、地方税調査を受けた事業税の増加額について翌

期の法人税に係る更正の請求を出しても、この取扱いにより、事業税の損金算入だけを内容とする減

額更正は、原則として行われないものと思われます。 
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３ したがって、結局、法人税基本通達９－５－１の(1)において「納税申告書に記載された税額につ

いては当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当

該更正又は決定があった日の属する事業年度とする」とされていることから、原則に戻り、今回の地

方税の税務調査により増加した事業税の損金算入時期は、事業税の修正申告書を提出した日の属する

事業年度になるものと考えます。 

４ したがって、結局、法人税基本通達９－５－１の(1)において「納税申告書に記載された税額につ

いては当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当

該更正又は決定があった日の属する事業年度とする」とされていることから、原則に戻り、今回の地

方税の税務調査により増加した事業税の損金算入時期は、事業税の修正申告書を提出した日の属する

事業年度になるものと考えます。 
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